
第

二

千

七

百

五

十

二

号

平

成

二

十

八

年

六

月

三

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

三
六
五
ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
総
務
課)

三
六
六

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

三
六
六

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)

三
六
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(
用

地

課)

三
六
七

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(
都
市
政
策
課)

三
六
七

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

三
六
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

出
納
管
理
課)

三
六
九

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

岐
阜
農
林
事
務
所)
三
七
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)
三
七
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

下
呂
農
林
事
務
所)

三
七
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
巣
野
俣
字
小
イ
ト
一
一
九
三
か
ら
一
一
九
五
ま
で
、
一
一
九
七
の
五
一
、
一
二
〇

〇
の
一
九
九
、
字
ノ
テ
洞
一
六
七
九
の
一
三
、
一
六
七
九
の
一
四
、
一
六
七
九
の
一
六
か
ら
一
六
七

九
の
二
八
ま
で
、
一
六
八
〇
の
一
、
一
六
八
〇
の
二
、
一
六
八
二
の
九
、
一
六
八
二
の
一
〇
、
一
六

八
二
の
十
七
か
ら
一
六
八
二
の
二
六
ま
で
、
一
六
八
三
の
一
、
一
六
八
三
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日



公

示

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号

事
務
局
一
般

各
教
育
機
関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
課
長
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の

う
ち
教
育
主
管
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
課
長
が
特
に
指
定
す
る
場

合
に
限
り
、
当
該
教
育
主
管
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
号
、

第
五
号
、
第
六
号
イ
及
び
ウ(

公
示
に
係
る
事
務
に
限
る
。)

、
第
七
号
、
第
八
号
並
び
に
第
十
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
六
月
三
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
及
び
揖
斐
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
ン
キ
ー
池
田
店

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
字
出
口
五
八
一
番
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

(

変
更
前)

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

取
締
役
社
長

佐
藤

隆

(
変
更
後)

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

辻
田

泰
徳

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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中
山
間
地
域
総
合
整
備
事

業 事

業

の

種

類

下

呂

北

部

地

区

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

下

呂

北

部

地

区

(

ほ
場
整
備

上
杉
谷
工
区)

施
行
に
係
る
地
区
名

平
成
二
八
・

三
・
二
五

平
成
二
八
・

三
・
二
五

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
庄
内
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
庄
内
川
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
連
続
堤
防
高
縦
断
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
六
日
か
ら

同

年
九
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

多
治
見
市
及
び
土
岐
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
巣
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

本
巣
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
台
帳
更
新)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
五
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

本
巣
市

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

揖
斐
郡
大
野
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
の
一
部(

下
磯
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
磯
の
一
部)

の
地
籍
図
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岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
磯
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

揖
斐
郡
大
野
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
の
一
部(

下
磯
Ⅲ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
磯
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
磯
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

揖
斐
郡
大
野
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
座
倉
の
一
部(

下
座
倉
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
座
倉
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
座
倉
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

揖
斐
郡
大
野
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
座
倉
の
一
部(

下
座
倉
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
座
倉
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
座
倉
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日
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同
岐
西
建
築
第
三
四
号
の
四

同

二
七
・
一
〇
・
一
九

同
岐
西
建
築
第
三
〇
号
の
五

同

二
七
・

七
・
一
四

同
岐
西
建
築
第
五
七
号

同
二
八
・

四
・
一
二

同
岐
西
建
築
第
四
五
号
の
二

同

二
八
・

四
・
二
二

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
二

七
号
の
二
三

平
成
二
七
・
一
一
・
一
一

開
発
許
可

(
変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
字
不
破
ノ
初
一
四
七
番

一 羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
字
川
田
三
六
〇
番
、

三
六
一
番
一
、
三
六
二
番
一
、
三
六
三
番
一
、

三
六
四
番
一
、
三
六
五
番
一
、
三
六
六
番
、

三
六
七
番
及
び
三
六
八
番
一

(

従
前
地)
同

市
福
寿
町
平
方
字
丸
池
東

二
番
外
二
一
筆

(

仮
換
地)
羽
島
都
市
計
画
事
業
駅
北
本
郷

土
地
区
画
整
理
事
業
五
二
街
区
一
画
地
外
一

八
画
地

羽
島
市
福
寿
町
本
郷
字
牛
部
一
四
八
一
番
一

及
び
一
四
八
一
番
二

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

同 道
路

緑
地

道
路

公
共
施
設
の

種
類

同 同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

不
破
郡
垂
井
町
東
神
田
三
丁
目
一
五
二
番
地
の
一

有
限
会
社
サ
ニ
ー
ワ
ー
ク

代
表
取
締
役

水

野

浩

一

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
三
八
字
三
三
番

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤

永

賢

一

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
一
三
〇
一
番
地

株
式
会
社
ア
ク
シ
ス

代
表
取
締
役

大

島

稔

羽
島
郡
笠
松
町
門
前
町
七
八
番
地
の
一

�
橋
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役�
橋

直

樹

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
総
合
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
公
会
計
対
応
改
修
業
務
委
託

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)第
11条
第
１
項
第
２
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
28年
４
月
１
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
梅
ケ
枝
町
二
丁
目
31番
地

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
米
田
秀
弥

６
契
約
金
額
44,647,200円
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山

県

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
八
・

五
・
一
〇

認

可

年

月

日

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
総
合
財
務
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

八
百
津
町

和
知
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

石

井

弘

幸

加
茂
郡
八
百
津
町
和
知

二
一
四
五
番
地

同

長
谷
川

健

同

二
一
三
三
番
地
一

同

杉

山

岩

男

同

八
二
一
番
地
二
の
二

同

西

山

信

行

同

一
五
七
七
番
地
二

同

西

山

博

文

同

八
五
三
番
地

同

平

塚

道

治

同

一
五
四
四
番
地
一
〇

同

伊

藤

眞

人

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上
一
二
二
一
番
地
一

同

石

原

泰

幸

同

一
三
九
七
番
地
一

監
事

遠

藤

幸

男

加
茂
郡
八
百
津
町
和
知
二
二
五
八
番
地
二

同

小

本

卓

巳

同

一
五
〇
一
番
地
四

同

石

原

雅

行

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上
一
三
五
九
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

八
百
津
町

和
知
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

土

屋

三

彦

加
茂
郡
八
百
津
町
和
知

二
二
九
六
番
地

同

小

川

勝

敏

同

二
〇
三
三
番
地
三

同

瀧

道

雄

同

二
一
三
六
番
地
三

同

佐

藤

敏

則

同

一
六
二
六
番
地

同

中

嶋

伸

吾

同

一
一
一
五
番
地
五

同

野

村

武

則

同

一
九
八
一
番
地

同

長
谷
川

久

誉

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上
一
三
二
七
番
地
二

同

後

藤

昭

義

同

一
四
〇
八
番
地
一

監
事

伊

藤�
登

加
茂
郡
八
百
津
町
和
知
二
〇
〇
八
番
地
三

同

西

山

千

年

同

八
二
九
番
地
八

同

橋

本

伸

也

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上
一
五
〇
五
番
地
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

萩
原
町
川

西
北
部
土

地
改
良
区

平
成
��･�･��
監
事

田

中

喜
八
郎

下
呂
市
萩
原
町
尾
崎
九
五
八
番
地
九
九
六

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

萩
原
町
川

西
北
部
土

地
改
良
区

平
成
��･�･�
監
事

今

井

和

則

愛
知
県
稲
沢
市
長
野
一
丁
目
四
番
二
―
一
〇
〇
六
号
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平
成
二
十
八
年
六
月
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


